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議案番号 件      名 
提案課名 内      容 

 
議案第１６号 

 
三田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 
国 保 医 療 課 

 

【趣  旨】 

 国保事業費納付金に必要となる保険税額を確保するための税率改定

及び未就学児の均等割軽減に係る規定整備を行うに当たり、当該条例

の一部を改正しようとするもの。 

 

【内  容】 

 １ 国民健康保険税の税率改定 

  （改正前） 

区 分 医療分 支援分 介護分 計 

所得割 6.56％ 2.52％ 2.49％ 11.57％ 

均等割 26,700 円 11,000 円 11,500 円 49,200 円 

平等割 21,100 円 8,100 円 5,900 円 35,100 円 

  （改正後） 

区 分 医療分 支援分 介護分 計 

所得割 6.92％ 2.61％ 2.49％ 12.02％ 

均等割 27,600 円 11,000 円 11,700 円 50,300 円 

平等割 21,200 円 8,000 円 6,000 円 35,200 円 

  ※税率改定に伴い、国民健康保険税軽減額の改定も行う。 

 

 ２ 未就学児の均等割軽減 

   国民健康保険法の改正により、令和４年度の保険税から未就学

児の均等割が５割軽減されることが規定されたことに合わせ、当

該条例の改正を行う。 

 

【施行期日】 

  令和４年４月１日 
 


